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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
平成22年度
第３四半期
連結累計期間

平成23年度
第３四半期
連結累計期間

平成22年度

会計期間 

自 平成22年
４月１日

至 平成22年
12月31日

自 平成23年
４月１日

至 平成23年
12月31日

自 平成22年
４月１日

至 平成23年
　３月31日

売上高 (百万円)  2,087,762 1,958,9842,903,770　

経常利益 (百万円)  50,834  69,561 68,113

四半期(当期)純利益 (百万円) 17,966 32,724 30,117

四半期包括利益又は

包括利益
(百万円) △12,778　 428　 △2,192

純資産額 (百万円)  1,302,335 1,296,9751,312,678

総資産額 (百万円) 4,095,2083,962,9733,989,001

１株当たり四半期

(当期)純利益金額
(円) 5.35 9.75　 8.97

潜在株式調整後

１株当たり四半期

(当期)純利益金額

(円) ─ 9.74　 8.96　

自己資本比率 (％) 30.58 31.45 31.64

　

回次 
平成22年度
第３四半期
連結会計期間

平成23年度
第３四半期
連結会計期間

会計期間 

自 平成22年
10月１日

至 平成22年
12月31日

自 平成23年
10月１日

至 平成23年
12月31日

１株当たり四半期

純利益金額又は

１株当たり四半期

純損失金額(△)

(円) 0.18 △2.14　

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。 

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．平成22年度第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第25号(平成22年６月30日企業会計基準委員会))を適用し、遡及処理している。

４．平成22年度第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載していない。

　

EDINET提出書類

三菱重工業株式会社(E02126)

四半期報告書

 2/25



２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はない。

また、当第３四半期連結累計期間での主要な関係会社の異動は次のとおりである。 

（原動機セグメント）

・㈱検査研究所は、第１四半期連結会計期間において、長菱検査㈱及び高菱検査サービス㈱を吸収合併し、商号をMHI

原動機検査㈱に変更した。

・日立三菱水力㈱は、当第３四半期連結会計期間において、新たに当社の持分法適用関連会社となった。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。　

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、当社とキャタピラージャパン㈱は、以下の合弁事業契約に関し、平成24年度第１

四半期連結会計期間に当社が保有する同社株式を全て同社へ売却する契約を締結した。

契約会社名
相手方

内容 契約日付 摘要
名称 国籍

三菱重工業㈱
（当社）

Caterpillar International
Investments Coöperatie U.
A.　　

オランダ
トラクタ、土木機械、油
圧ショベル製品等の製
造、販売等に関する合弁
事業契約

平成20年３月26日 （注）

キャタピラージャパン㈱ 日本

（注）当該契約に係る事業は、キャタピラージャパン㈱で行っている。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載事項のうち、将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものである。 

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、先進国では雇用環境に改善の兆しはあるものの、長引く財政・金

融不安等により低調に推移し、一定の成長率を維持した中国等の新興国でも減速感が出てきたことなどから、全体

としては弱い回復となった。我が国経済は、東日本大震災で大きな影響を受けながらも緩やかな持ち直し傾向に

あったが、欧州の政府債務危機による世界経済の減速懸念や、円高の長期化により、先行きは予断を許さない状況に

あった。

このような状況の下、当社グループは、強力に受注活動を展開し、当第３四半期連結累計期間における受注高は、航

空・宇宙セグメントが減少したものの、原動機セグメント、船舶・海洋セグメントなどが増加したことから、前年同

四半期を2,381億51百万円（＋12.7％）上回る２兆1,118億82百万円となった。

売上高は、汎用機・特殊車両セグメントや航空・宇宙セグメントなどが増加したが、前年同四半期の売上規模が大

きかった機械・鉄構セグメントの減少等により、前年同四半期を1,287億77百万円（△6.2％）下回る１兆9,589億

84百万円となった。

利益面では、円高が減益要因となったものの、汎用機・特殊車両セグメント、原動機セグメントで採算改善が進捗し

たことなどにより、営業利益は、前年同四半期を172億47百万円（＋21.3％）上回る980億59百万円となった。経常利

益は、前年同四半期を187億27百万円（＋36.8％）上回る695億61百万円となった。また、本社ビルなどの売却による

固定資産売却益を特別利益に280億64百万円計上する一方で、事業構造改善費用、投資有価証券評価損を特別損失に

118億85百万円計上した結果、税金等調整前四半期純利益は、前年同四半期を379億45百万円（＋79.4%）上回る857

億39百万円となり、当四半期純利益は、前年同四半期を147億57百万円（＋82.1％）上回る327億24百万円となった。

　

セグメントの業績は、次のとおりである。 

(ア) 船舶・海洋 

当第３四半期連結累計期間は、客船２隻の受注等により、受注高は前年同四半期を918億67百万円（＋

127.7％）上回る1,638億20百万円となった。

売上高は、自動車運搬船６隻、コンテナ船３隻等合計17隻を引き渡し、前年同四半期を200億14百万円（＋

9.3％）上回る2,350億30百万円となった。営業損益は、円高の進行や受注工事損失引当額の影響等により、前年

同四半期から96億79百万円悪化し、51億77百万円の損失となった。

(イ) 原動機 

当第３四半期連結累計期間は、台湾向け大型火力発電プラントの受注等により、受注高は前年同四半期を2,166

億19百万円（＋30.4％）上回る9,301億41百万円となった。

売上高は、震災の影響で原子力の定期検査工事の納期が繰り下がったことなどにより、前年同四半期を695億53

百万円（△9.5％）下回る6,659億64百万円となった。営業利益は、海外プラント工事の採算改善が進んだこと

などにより、前年同四半期を119億85百万円（＋18.5％）上回る768億20百万円となった。

(ウ) 機械・鉄構 

当第３四半期連結累計期間は、インド向け製鉄機械の受注等により、受注高は前年同四半期を768億21百万円

（＋26.6％）上回る3,651億64百万円となった。

売上高は、前年同四半期に売上規模が大きかった化学プラント、交通システムの減少により、前年同四半期を

1,605億77百万円（△37.6％）下回る2,663億79百万円となった。営業利益は、大幅な売上減少に加え、円高の影

響により、前年同四半期を102億22百万円（△45.0％）下回る124億79百万円となった。

(エ) 航空・宇宙 

当第３四半期連結累計期間は、前年同四半期に民間航空機の大型案件があったことなどにより、受注高は前年

同四半期を1,784億９百万円（△47.1％）下回る2,000億43百万円となった。

売上高は、防衛関係、民間航空機が増加したことにより、前年同四半期を270億60百万円（＋8.9％）上回る

3,313億19百万円となった。営業損益は、研究開発費が減少したことなどにより、前年同四半期から52億72百万

円改善し、３億95百万円の損失となった。
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(オ) 汎用機・特殊車両

当第３四半期連結累計期間は、フォークリフトの受注が伸長したことなどにより、受注高は前年同四半期を369

億60百万円（＋16.2％）上回る2,656億62百万円となった。

売上高は、前年同四半期を403億98百万円（＋16.8％）上回る2,815億79百万円となった。営業利益は、売上増加

による増益効果に加え、強みのある機種への絞込みなどの採算改善活動の加速により、前年同四半期から139億

95百万円改善し、34億84百万円となった。

(カ) その他 

当第３四半期連結累計期間は、工作機械の受注が伸長したことなどにより、受注高は前年同四半期を26億14百

万円（＋1.2％）上回る2,199億６百万円となった。

売上高は、前年同四半期を73億64百万円（＋3.6％）上回る2,100億23百万円、営業利益は、前年同四半期から58

億95百万円（＋119.0％）上回る108億48百万円となった。　

　

(2) 対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、重要な変更はない。

 

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費は713億25百万円である。この中には受託研究

等の費用383億85百万円が含まれている。

当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当第３四半期連結累計期間において、重要な変更はない。

 

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

(ア) 資金需要の主な内容 

当社グループの資金需要は、営業活動については、生産活動に必要な運転資金（材料・外注費及び人件費等）、

受注獲得のための引合費用等の販売費、製品競争力強化・ものづくり力強化に資するための研究開発費が主な

内容である。投資活動については、事業伸長・生産性向上を目的とした設備投資及び事業遂行に関連した投資

有価証券の取得が主な内容である。

今後、成長分野に対しては必要な設備投資や研究開発投資等を継続していく予定である。全体的には、将来見込

まれる成長分野での資金需要も見据え、最新の市場環境や受注動向も勘案し、資産の圧縮及び投資案件の選別

を行っていく予定であり、当面の資金需要については減少傾向となる見込みである。

(イ) 有利子負債の内訳及び使途 

平成23年12月31日現在の有利子負債の内訳は下記のとおりである。

   （単位：百万円）

 合計 償還１年以内 償還１年超

短期借入金 57,839 57,839 －

コマーシャル・ペーパー 80,000 80,000 －

長期借入金 805,017 200,350 604,666

社債 319,900 39,900 280,000

合計 1,262,756 378,089 884,666

当社グループは比較的工期の長い工事案件が多く、生産設備も大型機械設備を多く所有していることもあり、

一定水準の安定的な運転資金及び設備資金を確保しておく必要がある。一方で、平成20年の世界金融危機後、資

産圧縮に努め、期限の到来した借入金を返済してきた結果、当第３四半期連結会計期間末の有利子負債の構成

は、償還期限が１年以内のものが3,780億89百万円、償還期限が１年を超えるものが8,846億66百万円となり、合

計で１兆2,627億56百万円となった。

これらの有利子負債は事業活動に必要な運転資金、投資資金に使用しており、資金需要が見込まれる原動機、航

空宇宙等の伸長分野を中心に使用していくこととしている。
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(6)主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３四半期連結累計期間に重要な変更があったも

のは、次のとおりである。

・譲渡

平成23年３月29日付三菱重工ビル（本社ビル）の譲渡に関する信託受益権売買契約に基づき、平成23年９月１日

に三菱重工ビル（前連結会計年度末の帳簿価額34,784百万円）を譲渡した。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 6,000,000,000

計 6,000,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成24年２月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式     3,373,647,813    3,373,647,813

東京、大阪、名古屋、

福岡、札幌各証券取引所

（東京、大阪、名古屋は市

場第一部）

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は1,000株である。

（注）

計 3,373,647,8133,373,647,813― ―

（注）「１　株式等の状況」における「普通株式」は、上表に記載の内容の株式をいう。

 

（２）【新株予約権等の状況】

当社は、当第３四半期会計期間において、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員に対し

て新株予約権を発行した。当該新株予約権の内容は次のとおりである。

　

平成23年12月15日に発行した新株予約権（第10回新株予約権）

決議年月日 平成23年11月30日

新株予約権の数 1,364個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,364,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １円

新株予約権の行使期間
平成23年12月16日から

平成53年12月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　　１円

資本組入額　　１円

新株予約権の行使の条件 （注１）

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注２）

　（注）１．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた対象者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使期間内に

おいて、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、本新株予約権を行使でき

るものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日（以下「権利行使開始日」

という。）から10年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
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(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合（ただし、②については、新株予約権

者に会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権が交付される場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使でき

るものとする。

　①新株予約権者が平成48年12月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

　平成48年12月16日から平成53年12月15日まで

　②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株

式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社取

締役会決議がなされた場合）

　当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとす

る。

(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。

(6) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを

認めないものとする。

(7) その他の条件については、平成19年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月30日開催の当社

取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによ

る。

２．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再

編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新

株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再

編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交

換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約

権に定められた事項に準じて決定する。

(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間は、上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

(8) 新株予約権の取得条項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件は、上記（注１）に準じて決定する。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年10月１日～

平成23年12月31日 
― 3,373,647 ― 265,608,781 ― 203,536,197
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（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

　

18,426,000
― ―

（相互保有株式）

普通株式

　

262,000
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,346,040,0003,346,040 ―

単元未満株式 普通株式 8,919,813― ―

発行済株式総数 3,373,647,813― ―

総株主の議決権 ― 3,346,040 ―

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が16,000株（議決権16

個）含まれている。

２．株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には

当該会社が所有していない株式が3,141株あり、「完全議決権株式（その他）」欄に3,000株（議決権３

個）及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。

３．「単元未満株式」欄には以下の自己株式及び相互保有株式が含まれている。

当社所有 656株

日本建設工業㈱ 765株

㈱東北機械製作所 500株

４．当第３四半期会計期間末日現在の株主名簿の状況を完全に把握できないことから、上記「発行済株式」

は、直前の基準日（平成23年９月30日）の株主名簿の記載内容に基づいて記載している。
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②【自己株式等】

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

（自己保有株式）      

　三菱重工業㈱ 東京都港区港南二丁目16番５号 18,426,000 0 18,426,0000.55

      

（相互保有株式）      

　日本建設工業㈱ 東京都中央区月島四丁目12番５号 72,000 0 72,000 0.00

　㈱東北機械製作所 秋田市茨島一丁目２番３号 2,000 0 2,000 0.00

　㈱菱友システムズ 東京都港区高輪二丁目19番13号 40,000 0 40,000 0.00

　㈱寺田鐡工所 広島県福山市新浜町二丁目４番16号 20,000 0 20,000 0.00

　長菱ハイテック㈱ 長崎県諫早市貝津町2165番地 3,000 0 3,000 0.00

　神戸発動機㈱ 兵庫県明石市二見町南二見１番地 125,000 0 125,000 0.00

計 ― 18,688,000 0 18,688,0000.55

（注）１．株主名簿上当社が発行済株式総数の４分の１を超えて所有している会社名義となっているが実質的には

当該会社が所有していない株式が3,141株あり、上記①の「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」

欄に3,000株（議決権３個）及び「単元未満株式」欄に141株を含めて記載している。

２．当第３四半期会計期間末日現在の株主名簿の状況を完全に把握できないことから、上記「自己株式等」

は、直前の基準日（平成23年９月30日）の株主名簿の記載内容に基づいて記載している。

　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

　

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役

常務執行役員

(代表取締役)　

航空宇宙事業本部長

兼民間航空機事業部長

取締役

常務執行役員

(代表取締役)　

航空宇宙事業本部長 小林　孝 平成23年11月1日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 301,047 232,626

受取手形及び売掛金 注２
 852,645

注２
 890,442

有価証券 8 1

商品及び製品 175,630 173,972

仕掛品 803,874 863,541

原材料及び貯蔵品 136,701 136,801

繰延税金資産 161,823 155,382

その他 151,383 226,073

貸倒引当金 △7,500 △6,874

流動資産合計 2,575,613 2,671,968

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 355,449 344,092

機械装置及び運搬具（純額） 251,507 238,548

工具、器具及び備品（純額） 39,714 37,289

土地 166,494 137,688

リース資産（純額） 6,004 5,381

建設仮勘定 42,358 35,332

有形固定資産合計 861,528 798,331

無形固定資産 25,165 25,014

投資その他の資産

投資有価証券 321,285 285,203

長期貸付金 5,180 5,265

繰延税金資産 10,824 14,914

その他 198,938 171,293

貸倒引当金 △9,535 △9,018

投資その他の資産合計 526,693 467,657

固定資産合計 1,413,387 1,291,004

資産合計 3,989,001 3,962,973
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 619,107 595,804

短期借入金 85,488 57,839

1年内返済予定の長期借入金 211,114 200,350

コマーシャル・ペーパー － 80,000

1年内償還予定の社債 14,074 39,900

製品保証引当金 23,123 21,397

受注工事損失引当金 50,753 71,151

係争関連損失引当金 2,167 2,175

前受金 330,275 380,981

その他 197,965 206,125

流動負債合計 1,534,070 1,655,725

固定負債

社債 330,000 280,000

長期借入金 684,989 604,666

繰延税金負債 3,607 3,820

退職給付引当金 49,842 50,466

PCB廃棄物処理費用引当金 7,007 6,720

その他 66,805 64,598

固定負債合計 1,142,251 1,010,271

負債合計 2,676,322 2,665,997

純資産の部

株主資本

資本金 265,608 265,608

資本剰余金 203,939 203,942

利益剰余金 815,145 831,051

自己株式 △5,425 △5,413

株主資本合計 1,279,267 1,295,188

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,579 9,087

繰延ヘッジ損益 △467 △1,923

為替換算調整勘定 △42,311 △56,068

その他の包括利益累計額合計 △17,199 △48,903

新株予約権 1,509 1,868

少数株主持分 49,101 48,822

純資産合計 1,312,678 1,296,975

負債純資産合計 3,989,001 3,962,973
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 注１
 2,087,762 1,958,984

売上原価 1,756,540 1,619,200

売上総利益 331,222 339,783

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 1,218 －

役員報酬及び給料手当 89,523 93,237

研究開発費 42,532 32,940

引合費用 24,248 21,500

その他 92,886 94,045

販売費及び一般管理費合計 250,410 241,723

営業利益 80,811 98,059

営業外収益

受取利息 2,928 2,764

受取配当金 2,986 3,426

持分法による投資利益 3,670 876

その他 5,344 3,478

営業外収益合計 14,929 10,545

営業外費用

支払利息 17,113 15,770

為替差損 18,784 13,538

固定資産除却損 3,711 3,233

その他 5,298 6,500

営業外費用合計 44,907 39,043

経常利益 50,834 69,561

特別利益

固定資産売却益 － 28,064

投資有価証券売却益 2,871 －

特別利益合計 2,871 28,064

特別損失

事業構造改善費用 － 注２
 9,188

投資有価証券評価損 3,899 2,697

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,012 －

特別損失合計 5,911 11,885

税金等調整前四半期純利益 47,794 85,739

法人税等 31,464 53,168

少数株主損益調整前四半期純利益 16,330 32,571

少数株主損失（△） △1,636 △152

四半期純利益 17,966 32,724
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 16,330 32,571

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,208 △16,857

繰延ヘッジ損益 △2,159 △963

為替換算調整勘定 △13,380 △9,396

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,360 △4,926

その他の包括利益合計 △29,108 △32,143

四半期包括利益 △12,778 428

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,514 1,019

少数株主に係る四半期包括利益 △2,264 △591
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

税金費用の計算 税金費用の計算について、当社は当第３四半期連結累計期間における税引前

四半期純利益に重要な永久差異を加減算し法定実効税率を乗じて計算し、連

結子会社は主として当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

 

 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬

　の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号(平成21年12月４日企業会計基準委員会))及び「会計上の変更及び誤

　謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号(平成21年12月４日企業会計基準委員会))を適

　用している。　

（法人税率の変更等による影響）　

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114

　号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23

　年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の

　引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになった。これに伴い、平成24年４月１日から開始する連結会計年

　度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を変

　更している。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が11,647百万円減少し、法人税等

　が11,647百万円増加している。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

１．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対す

る保証債務

１．偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対す

る保証債務

社員(住宅資金等借入) 38,939百万円

当社製印刷機械の購入者 8,104

広東省珠海発電厰有限公司 6,742

その他　 18,756

　計 72,543
 

社員(住宅資金等借入) 35,128百万円

L&T-MHI Turbine Generators
Private Ltd.

6,339

その他 22,345

　計 63,813

２．手形割引高及び裏書譲渡高 ２．手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 324百万円

受取手形裏書譲渡高 248

受取手形割引高 240百万円

受取手形裏書譲渡高 202

 

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１．当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第

４四半期に完成する工事の割合が多いため、連結会計

年度の四半期ごとの売上高に著しい相違がある。

１．　　　　　　　 ――――――

２．　　　　　　　　―――――― ２．事業構造改善費用

　　事業構造改善費用は船舶・海洋セグメント、原動機セグ

メント、汎用機・特殊車両セグメント等に係る事業再

編関連費用である。

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結 

　　 累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとお

　　 りである。　

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
  至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
  至　平成23年12月31日）

減価償却費 96,843百万円 90,344百万円

のれんの償却額 1,711 1,757
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月24日

定時株主総会
普通株式 6,712 2 平成22年３月31日平成22年６月25日利益剰余金

平成22年10月29日

取締役会
普通株式 6,712 2 平成22年９月30日平成22年12月３日利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月23日

定時株主総会
普通株式 6,710 2 平成23年３月31日平成23年６月24日利益剰余金

平成23年10月31日

取締役会
普通株式 10,065 3 平成23年９月30日平成23年12月５日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　 報告セグメント　

その他
(注)１

合計
 

調整額
　

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２　

　
船舶・
海洋

原動機
機械・
鉄構

航空・
宇宙

汎用機・
　

特殊車両
計　

売上高      　     

　外部顧客への
　売上高

214,863720,033416,536303,230239,7451,894,409193,3522,087,762－ 2,087,762

　セグメント間

　の内部売上高
　又は振替高

15215,48410,4211,0281,43628,5229,30637,828(37,828)－

計 215,015735,517426,957304,259241,1811,922,931202,6592,125,591(37,828)2,087,762

セグメント利益
又は損失（△）

4,50164,83522,702△5,668△10,51175,8584,95280,811 － 80,811

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである冷熱事業（住宅用・業務用・車両用

エアコン等各種空調機器、冷凍機等の設計、製造、販売、サービス及び据付）及び工作機械事業（工作機械、動力

伝導装置等の設計、製造、販売、サービス及び据付）、不動産の売買、印刷、情報サービス、リース等を含んでい

る。

２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　 報告セグメント　

その他
(注)１

合計
 

調整額
　

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２　

　
船舶・
海洋

原動機
機械・
鉄構

航空・
宇宙

汎用機・
　

特殊車両
計

売上高      　     

　外部顧客への
　売上高

234,102652,784260,540330,727280,8031,758,959200,0251,958,984－ 1,958,984

　セグメント間

　の内部売上高
　又は振替高

92713,1795,839 592 775 21,3149,99831,313(31,313)－

計 235,030665,964266,379331,319281,5791,780,273210,0231,990,297(31,313)1,958,984

セグメント利益
又は損失（△）

△5,17776,82012,479△395 3,48487,21110,84898,059 － 98,059

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである冷熱事業（住宅用・業務用・車両用

エアコン等各種空調機器、冷凍機等の設計、製造、販売、サービス及び据付）及び工作機械事業（動力伝導装置、

工作機械等の設計、製造、販売、サービス及び据付）、不動産の売買、印刷、情報サービス、リース等を含んでい

る。

２．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。　
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりである。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 ５円35銭     ９円75銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益（百万円） 17,966 32,724

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 17,966 32,724

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,356,215 3,355,112

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―     ９円74銭

（算定上の基礎）  　

普通株式増加数（千株） ― 3,146

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

平成22年度

ストック・オプション

(新株予約権1,259個)

　　平成23年度

　　ストック・オプション

　　(新株予約権1,364個)

　  (注) 前第３四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

　　　　 している潜在株式が存在しないため記載していない。
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２【その他】

中間配当について、次のとおり取締役会の決議があった。

　決議年月日 平成23年10月31日

　中間配当による配当金の総額 10,065百万円

　１株当たりの金額 ３円

　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年12月５日

（注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録されている最終の株主又は登録株式質権者に対し、支

払いを行う。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成２４年２月３日
三 菱 重 工 業 株 式 会 社
取締役社長　　大　宮　英　明　殿

  

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上 　田 　雅 　之 　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石 　井 　一 　郎 　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森 　田 　祥 　且 　㊞

  

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
三菱重工業株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期
連結会計期間（平成２３年１０月１日から平成２３年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間
（平成２３年４月１日から平成２３年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期
連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。　
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し
て四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務
諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四
半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実
施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定
された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三菱重工業株式会社及び連結子会社の平

成２３年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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